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　八千代市では、国民健康保険及び後期高齢者
医療制度の加入者を対象に、人間ドック費用の
助成を行っています。28 年度からは、八千代市
で指定していない医療機関でも補助が受けられ
るようになりました。自分の健康状態について、
年に一度、確認してみませんか。

　人間ドックの対象となるのは
　助成の対象となるのは、次の条件をすべて満
たした人です。
●八千代市の国民健康保険に継続して１年以上
加入している人　※後期高齢者医療制度の加入
者は１年未満でも可
●受診時に満35歳以上の人
●保険料に未納がない世帯の人
　28年度の特定健康診査（特定健診）または健康
診査を人間ドックより先に受検した人は対象外
です。また、助成が受けられるのは年度ごとに
一人１回です。

　指定外の医療機関の受検にも　
　助成を拡大しました
　今年度から、八千代市で指定していない医療
機関で人間ドックを受検した場合も助成の対象
となりました。例えば、在職中に市外の医療 
機関で人間ドックを受けていた場合、退職後も
続けて同じ医療機関で受検しても助成が受けら
れることになります。助成の額は年齢区分に関
係なく、一律１万円を上限とするため、市内の
指定された医療機関で受検した場合とは助成額
が異なります。また、助成は八千代市の特定検
診または健康診査の検査項目の要件を満たして
いる場合に限ります。

　助成を受けるためには　　　　
　事前に申請が必要です
　人間ドックを受検するときは、事前に市役所
で申請が必要です。支所や電話では受け付けて
いません。また、申請前に人間ドックや特定健
診または健康診査を受検した場合は助成の対象
外となりますのでご注意ください。
　助成の対象は、市内の指定医療機関または指
定外医療機関で、28年12月31日までの受検です。
医療機関によって金額や追加できる検査が異な
るので、予約時にご確認ください。

　指定医療機関の場合、年齢によって助成額が
異なります。市は人間ドック総費用の７割（８
割）を助成します。窓口では人間ドックにかか
る費用の３割（２割）と40歳以上の人は特定

①指定医療機関で受検
　受診券と保険証を持って市役所国保年金
課へお越しください。国保年金課で利用承
認書をお渡しします。その後、利用承認書
と受診券、保険証、印鑑を持参して医療機
関で人間ドックを受検してください。医療
機関では助成額を差し引いた金額が請求さ
れますので、その額を支払ってください。
※がん検診も一緒に受検する場合は、予約
時に医療機関へ申し出てください。
※期限間近になると医療機関が混み合いま
す。早めの受検をお願いします。

②指定外医療機関で受検
　受診券と保険証を持って市役所国保年金
課へお越しください。国保年金課で受診券
を回収して、人間ドック助成請求書と質問
票をお渡しします。
　その後、人間ドック助成請求書、質問票、
保険証、印鑑をお持ちになり医療機関で人
間ドックを受検してください。医療機関で

指定外の医療機関にも助成を拡大しました

人間ドックは助成が受けられます
助成額と窓口負担の仕組み

健診または健康診査の自己負担分、がん検診も
一緒に受検する場合はがん検診の自己負担分を
お支払いください。なお、助成額には上限があ
ります。上限を超えた分は自己負担となります。

【指定医療機関一覧】
○シンワ総合健診センター／ 489-2111
○セントマーガレット病院／ 485-5111
○中島外科胃腸内科医院／ 483-2416
○川島内科医院／ 485-9109
○勝田台病院／ 482-3020
○メディカルプラザ加瀬外科・加瀬眼科
／ 480-8111
○ゆりのきクリニック／ 750-7555
○おかざき外科クリニック／ 450-1331
○浜野胃腸科外科医院／ 450-8822
○グリーンヒル鴻野クリニック
／ 458-6130

は通常の金額を支払い、必ず領収書を受け
取ってください。
　後日、人間ドックの結果が届いたら、①人
間ドック助成請求書　②質問票　③検査結
果報告書（写し）　④領収書（原本）を国保年
金課に持参して申請してください。
　助成が承認された場合は、人間ドック助
成承認書を郵送します。その後、助成請求書
に記入された口座に助成金を振り込みます。

　■年齢と助成額、自己負担額の仕組み
年齢区分 自己負担 助成額
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35 ～ 39歳
昭和 52年４月１日～
昭和 57年３月 31日生まれの人

総費用の２割
総費用の 8割

上限 35,000 円

40～ 59歳
昭和 32年４月１日～
昭和 52年３月 31日生まれの人

総費用の２割
＋特定健康診査自己負担分
＋がん検診自己負担分（※１）

総費用の 8割

上限 15,000 円

60歳以上
昭和 32年３月 31日以前に
生まれた人

総費用の３割
＋特定健康診査または健康診査
自己負担分　　　　　　　
＋がん検診自己負担分（※１）

総費用の 7割

上限 15,000 円

指定外の医療機関の受検
（年齢に関わらず） 総費用 上限 10,000 円

　　※１　がん検診と一緒に受検を希望する場合
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お問い合わせは
国保年金課
483-1151 へ




